
会議名 長浜市指定管理者選定委員会 第１委員会（第６回会議） 

日 時 令和元年１０月２４日（木） 

審査対象 長浜伊香ツインアリーナ 

 

質疑応答（申請者①長浜文化スポーツ振興事業団） 
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収支計画の利用料収入について、年々増加見込みであるが、国

体の開催等も含めて見込んでいるのか。 

国体の利用料については、長浜市の主催となるので半額の料金

設定で含んでいる。大会の前後については、準備段階で１ヵ月

程度、施設を止める必要があるため、これらも含めて計上して

いる。 

事業計画書８ページの総合型地域スポーツクラブ「きのもとｅ

ｙｅ‘ｓ」とのパートナー関係の締結、それから協働事業につ

いて、“今回の申請にあたり地元クラブとパートナー関係を締結

しました”とあるが、パートナー関係とはどういうものなのか。 

総合型地域スポーツクラブ「きのもとｅｙｅ‘ｓ」とは、この

申請を書く前に協定の合意をした。内容としては、施設の事務

所にきのもとｅｙｅ’ｓの活動拠点となる事務所を置くことは

もちろん、きのもとｅｙｅ‘ｓが実施している教室、大会や障

がい者スポーツの取組等の事業面を人的支援を含めて一緒にや

っていくという協定である。きのもとｅｙｅ’ｓからは管理運

営業務に関しても当事業団のお手伝いをしてもらうということ

で、お互いに連携しながら事業を行っていく。きのもとｅｙｅ

‘ｓは、昔から木之本地域でスポーツ振興を担っていただいて

いるので、地域コーディネーターという役割も私たちと共に担

っていただきたいということでパートナー連携という協定に合

意している。 

締結という言葉を使っているが、これは契約か。 

合意ということで、きのもとｅｙｅ‘ｓの会長と私どもの理事

長が面談し、内容を話し合って合意したものである。詳細は決

まっていないが、現段階では一緒にやっていきましょうという

合意である。 

公益財団法人であり、地域コミュニティとの関係については十

分であることは理解できた。利用促進と自主事業についての説

明で、合宿や大会誘致ということであったが、具体的な考えは

あるのか。また、指導者の育成についての考えも聞かせていた

だきたい。また、この施設については市の指定避難所になって

いるので、地震等についての説明はあったが、風水害と北部地

域であり地滑り等も考えられると思われるので、これらについ

ての考えをお聞かせいただきたい。 
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合宿、大会誘致の取組については、今回新しい営業担当の職員

を配置し、旅行会社や宿泊施設と連携し大会や合宿を誘致する

ことを考えている。実績については、長浜市民庭球場がソフト

テニス会場に選定されているということで、現段階でＪＴＢや

ツアージャパンと連携しながら京都大学や大阪大学、神戸大学

等々の合宿を市民庭球場や浅井Ｂ＆Ｇ海洋センター、長浜市民

体育館へたくさん受け入れている。地元の宿泊施設と連携して

合宿を受け入れているところである。長浜伊香ツインアリーナ

についても、交通の便もよく風光明媚なところでもあり、合宿

地としては最適と考えているので、営業担当、これまでの実績、

ノウハウ、旅行会社等の連携を活かしてこの地域に合宿を誘致

していきたい。指導者育成については、子供たちの運動離れも

あり、指導者の責任でもあると考えている。指導者が子供たち

に運動の楽しさを一番近くで伝えるものであり、例えばスポー

ツ少年団や長浜市スポーツ協会と連携し、長浜市のスポーツ指

導者にもっと活躍していただける場を提供したい。また質の向

上と人数を増やすことにも取り組んでいきたい。国体もあるの

で、そのターゲットエイジである小学５、６年生については、

国体に向けた育成も図っていきたい。避難所については、当施

設は風水害の指定避難所になっており、提案書にも明記したと

おり、何か災害発生時にはすぐに対応できるようマニュアルを

作成するとともに、受入体制として、若干ではあるが毛布やお

むつ等を施設に置くという提案を今回行った。それに加えて、

自動販売機の導入に関して、災害用の自動販売機の導入を提案

している。水道管の破裂等で長浜市に災害対策本部が立ち上が

った場合は、飲料を提供できる自動販売機の導入を考えている。

これらにより、風水害に対する地域貢献ができると考えている。 

現在、指定管理を受諾されている施設について。 

申請書に長浜市内の公共スポーツ施設、長浜市内の公共文化施

設、長浜市内の直営スポーツ施設、過去の管理実績を記載して

いる。指定管理区分では、長浜市民体育館を中心とした長浜市

体育施設、浅井Ｂ＆Ｇ海洋センターを中心とした浅井地区スポ

ーツ施設と神照運動公園を中心とした神照運動公園と市民プー

ルというこの３つがある。また文化施設としては長浜市民交流

センターを管理している。 

申請書の職員数が11名であり、決算時点で13名となっている。

これらの施設は多岐にわたっているが、常駐できる状況なのか。

どのように管理されているのか。 

主となる施設には事務所を置いて有人対応している。プロパー

職員は 11 人であるが、たくさんの臨時職員、パート職員や管

理人にお手伝いいただきながら管理運営を行っている。中には

無人の施設もあり、利用者に鍵を渡して利用いただいている。 

管理者を置く施設で臨時職員もしくはパート職員が対応してい

ることもあり得るのか。 
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（委員） 

臨時職員だけということか。 

施設の責任者として。 

責任者としては正規のプロパー職員が担っている。 

つまり、常駐して責任を取っている、言い方は悪いが、常駐し

て管理している状態と、そこの管理者にはなっているけどいく

つか兼務しているとか。事実上はその場所にいて、維持管理に

あたっている、運営にあたっているという方が、臨時の方、あ

るいはパートの方ということはあるのか。 

それはない。施設の管理責任者はすべて正規の職員、プロパー

職員 11 名の中で対応している。臨時職員やパート職員はその

手伝いをしていただいている。 

つまり非常にたくさんの施設があって、11人がそれぞれ管理、

張り付いて管理できるのか。 

職員は、いくつかの管理施設を巡回しながら、どの施設におい

ても対応できるような職員体制で行っている。少ない人数では

あるが、正規の職員が色々な工夫と経験とノウハウで対応して

いる。専門的な管理人にもお手伝いいただかないと難しい場面

もあるので、その場合は臨時職員やパート職員にもサポートい

ただいている。 

意思決定はどこでされているのか。例えば、今回申請するとい

うことはどこで決めるのか。 

事業団の組織としては、理事会で決定することになっている。 

昨年度の事業報告の中に理事会や総会の開催等があり、その時

に何を議論したかという記載があるが、昨年度の理事会の内容

の中に、指定管理に関する事項の記載が全くない。昨年度は、

指定管理の申請があったと思うが、理事会で決定して申請する

とか受けたということは運営の上で重要だと思うが、事業報告

に記載がなかった。どこで決めているのかなと思ったのですが、

理事会ということですね。 

そうです。 

はい、わかりました。 

 

質疑応答（申請者②シンコースポーツ株式会社・日本管財株式会社 共同事業体） 
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自主事業のフィットネスプログラムの収入について、会員から

徴収があるのか、収入はどこに含まれているのか。 

自主事業プログラムについては、基本的に有料のものと無料の

もので構成している。サービスプログラムは基本的に無料で、

20～30分のプログラムを展開している。有料プログラムに関し

ては、全 10回等で１期制の料金は 5,000～7,000円を設定して

いる。自主事業は別会計として考えており、指定管理の収入に

は含めていない。 

自主事業は別会計で収入には入っていないということだが、施

設は利用されるということか。 
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自主事業にかかる施設使用料については、その他の収入に計上

している。 

利用料収入については６年間同じ金額であるが、国民スポーツ

大会の分は何かと相殺されているということか。 

利用料収入については、この金額という指定があったため、国

体開催時にかかる施設使用料については、どれくらいの費用を

県が補填してもらえるか把握できないため、見込んでいない。 

共同事業体での申請であるが、その理由は何か。 

私どもは主に運営専門会社であり、これだけの立派な施設を管

理するにあたり、専門の維持管理会社を入れて、国体が終わっ

た後も 10 年、20 年、30 年、50 年と施設を管理していくため

には専門の業者を入れて管理していく方が絶対良いと考えてい

る。そういった意味も込めて、それぞれ役割分担をして共同事

業体として応募した。 

ジムやクラブ、また高齢者に対してのトレーニング等について

は素晴らしい考え方を示していただいたと思う。施設の管理に

ついても専門家の日本管財の高いノウハウだと感じた。その中

で、数字に上がっていたが、スポーツの実施率を 40％から 50％

にするという具体的な策や子供の居場所づくりについての説明

があれば、具体的に説明いただきたい。もう１点は、避難所に

指定されており、避難所になった時の対応について、考えがあ

れば聞かせていただきたい。 

スポーツ実施率について、スポーツ庁のスポーツ実施率の目標

は 65％であり、長浜市も本来は 65％を目標とされていたが、

見直しにより 50％の目標値となっており、それを根拠として目

標を立てている。それを達成するための方策として、施設の空

いているところ、一般の利用者が使わないところに事業展開を

持っていく仕組みを考えている。またいつでも何かスポーツが

できるような状況、先ほど説明した JOY BEATは施設が空いて

いればその時間に入れておくだけで１日中プログラムを流して

おくことができ、好きな時に利用できる。 

子供の居場所づくりについては、今回この施設にボルダリング

を設置される予定で、これは子供の知育に非常によいスポーツ

である。私どもが管理している大阪市内の長居プールにもクラ

イミングウォールをつけたところ、非常に賑わっている。この

ような実績もあり、学校が終わってから施設に来てクライミン

グして帰ったり、その場で交流が生まれる空間は必ずできると

思うので、そういったものを利用して子供の居場所を作ってい

きたいと考えている。 

避難場所としての対応については、災害等で避難所になる前に、

我々としてはマニュアルを作成し、緊急対応訓練を行う。避難

所になった場合に備え、災害備蓄品等を購入しておく。さらに、

施設の開放が重要であるので、維持管理会社・運営管理会社と

もに早急に施設を開放し、備蓄品の提供等に努めていきたい。
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当社としても熊本地震や全国規模の地震発生時のように会社を

あげてバックアップしていけたらと考えている。 

指定期間６ヵ年の事業展開を試行期２年と発展期２年と定着期

２年ということで区分されて事業展開されているが、６年間で

提案されているさまざまな事業の時期とこの２年ずつ発展させ

ていく取組との関連があるのかどうか。 

新しい施設になって、その利用率がどういう変動をするか。既

存の施設との兼ね合いもあり、利用者の流れの見当がつかない

状況である。この６年で事業を展開する計画を考えているが、

中にはできないものもあると思う。私どもとしては、できるも

のからどんどんやっていこうと考えており、６年間で私どもの

行っている事業展開が市民の方に定着していけば、いいかなと

いう計画である。何とかこの７年間の間で支持いただけるよう

な運営をしていきたいという計画である。 

予算について、人件費が６年間据置となっているが、それは可

能なのか。 

変動も見込んだ人件費としている。 

変動コストを見込んでいるのか。 

年々時給等の単価も上がっていくので、それらも見込んだ人件

費としているので問題なくこの人件費の金額で遂行できる。 

今回の申請団体の特徴としては、全国的に展開されていて、広

域的にサポートできることはよいと思う。一方で地域とのつな

がりという面では希薄な面もある。地域とのつながりをより強

くしていくためにどのようなことを考えているか。 

連絡協議会として各団体との会合を開催して、ご意見や運営方

法等のアドバイスをいただきながら運営していきたいと考えて

いる。もちろん私ども単独でということは一切考えていない。

地域の方々を第一に大切に運営を考えている。 

日本管財が維持管理の元受けとして対応していくが、消防設備

点検等、地域の会社に発注できる業務については、選定いただ

いた際には地域貢献ということで調整させてもらいたいと考え

ている。地域の方を積極的に採用していけたらと考えている。 

地域雇用率 90％と謳っており、最初は大阪から担当者が入るこ

とになるが、将来的には地域の方々が責任者となって施設を運

営していくことを考えている。 

 

質疑応答（申請者③株式会社 ロハス長浜） 
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（申請者） 

利用者数の積算根拠について、新設アリーナに 16,000 人をど

う呼び込むかということがポイントになると思うが、地域や各

種団体から新しいニーズが生まれてくる等の説明があったが、

具体的にどこかの協力団体や一緒にやってもらえるような団体

への仕掛けについての考えがあれば、説明いただきたい。 

既存アリーナを利用させてもらったことがあるが、夏場は暑く、
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冬場は寒いこともあって、厳しいと感じていた。新設アリーナ

はエアコン完備していることもあって既存アリーナよりも利用

客は増えると予測している。正式なバスケットコートやバドミ

ントンでは６面、柔道では３面確保できると聞いており、各宿

泊施設と連携し、スポーツ合宿等を取り入れていきたいと考え

ている。それ以外にも音楽の関係、ブラスバンド等の合宿も取

り入れていきたいと考えている。朝から夜までの利用も可能で

あり、近隣のスポーツ少年団等も利用したいということを聞い

ている。ただ、各団体自体の人数が減っているということもあ

り、アリーナ全体に入ってもらえるような事業をしていかない

と、厳しい状況であると考えている。 

イベント内容に音楽ツアー、オーケストラ等と記載されている

が、具体的なことがあれば、説明いただきたい。 

音楽ツアーについては、文化ホール等の指定管理をさせていた

だいており、さまざまなアーティストからオファーがある。実

際、文化ホールでは日が取れない現状であり、そういったアー

ティストの利用を考えている。照明や音響設備の状況もあり、

完成した施設を見ていただかないとわからないが、今後検討し

ていきたい。オーケストラ（吹奏楽）についても同様であり、

100 万人クラシックライブについては、弊社でクラシックライ

ブの普及活動として、お寺や公民館、あるいはホテルのロビー

など、各地で月２回実施している。クラシックライブを定期的

に行うことで、認知度を上げていくことができると考えている。 

利用促進について、教室等を定期的にすると利用者数も増える

と思うが、ヨガ教室や子供の体操等で利用者数を増やす等の計

画はないのか。 

現在管理運営している臨湖やサンパレスでは子供の体操やリト

ミック教室、ヨガ教室等、色々実施しているが、この施設の指

定管理者になることができたら、こちらの地域でも広報活動を

して現在契約している先生に新しい場所として提案し、こちら

の地域の子供たちにということで、新たに展開していくことは

できると考えている。子供を連れてくることを考えると、近い

場所で行いたいということもあり、現在は市街地域で学習教室

をしているが、木之本地域でもニーズがあれば、先生と相談し

て現在行っている教室のプラスαで実施することは可能だと思

う。先ほど申し上げたとおり、施設や先生の状況等を含めて将

来的には検討していきたい事項と考えている。 

職員の採用計画で配置予定の職員が常勤、非常勤を含めて８名

で新規雇用が４名である。短期間に新規雇用をしなければいけ

ない状況であるが、その点についてはどうか。 

内部昇格で１名は考えている。イベントでノルディックウォー

クを実施しており、そこで依頼すれば１名来てもらえる予定で

あり、トレーニングの関係については問題ないと考えている。

営業企画部については、体育館だけでなく、幅広く利用を考え



 

 

 

 

 

（委員） 

 

 

（申請者） 

 

るような人材を求めていきたいと考えている。これについては、

当てがあるが、しっかりと広報していきたい。総務については、

他施設からの異動を考えている。統括責任者については、３年

以上の経験者ということになるので、体育館等の経験者を探す

必要がある。 

収支計画書について、利用料金収入が令和２年度から７年度ま

で同額となっているが、国体の収入については、含まれている

のか。 

含んでいる。利用料金収入については、算出根拠の中でこのよ

うな記載されていたので、この中で納まると考えている。 

 

審査 
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（委員） 

（委員長） 

 

集計結果で最も高い得点であった公益財団法人 長浜文化スポ

ーツ振興事業団を指定管理者候補として適当かどうか意見をお

願いします。 

公益財団法人 長浜文化スポーツ振興事業団は長浜市民体育館

等の他の施設の指定管理もされており、その連携に期待できる

と思う。 

適当と思う。シンコースポーツ・日本管財共同事業体の提案内

容ともに遜色なかったが、スポーツクラブとの協定が最終的な

決め手になった。提案では、障がい者トレーニングや子育て応

援事業等があり、ぜひ実現してほしいと思った。 

異議なし。スポーツについて、地元との密着度が高いことが大

きな要因であった。一方、原課としては５万人の利用を想定し

ているが、非常に厳しい数字だと思っている。５万人が達成で

きるよう全力を尽くしてもらいたい。 

異議なし。公益財団法人 長浜文化スポーツ振興事業団に求め

たいことは、専門的な民間企業の考え方を取り入れて、より発

展的にやってもらえれば、より素晴らしい施設になると思うの

で、研鑽してやってもらいたい。 

異議なし。 

異議なし。三者三様で、おもしろいと言うと語弊があるが、地

元に強い長浜文化スポーツ振興事業団と、広域に強いシンコー

スポーツ・日本管財と、ロハス長浜は非常に几帳面に指定管理

に取り組まれ、事業報告を見ても施設ごとに細かく報告されて

いる。結果として長浜文化スポーツ振興事業団が最高点であり、

問題ない。 

いろいろと意見が出ましたが、意見を踏まえて、当委員会では

公益財団法人 長浜文化スポーツ振興事業団を指定管理者候補

として適当と判断してよろしいか。 

異議なし。 

結論、公益財団法人 長浜文化スポーツ振興事業団を指定管理

者候補として適当と判断する。 
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（委員） 

（委員長） 

 

続いて、次点候補者を選定するかどうか意見をお願いします。 

公共スポーツ施設の実績から見ると、20～30年であり、安心し

て任せられると思うので、次点は必要ないと思うが、施設管理

という意味ではシンコースポーツを捨てきれない。木之本地域

で５万人を維持していくのは大変であり、いろんなアイデアを

求めていかないと難しいと思う。うまく整合性が取れるのであ

ればよいが、会社としてどうするかという意味では、１本に絞

った方がよいのではないか。次点は必要ないかと思う。 

シンコースポーツ・日本管財の特徴が出ており、採点結果を見

ても遜色なく、次点としてはレベルが高いので、次点としてお

くべきだと思う。 

リスク上の問題だと思う。何かの形で第一候補が駄目になった

場合、もし次点を設けておかないと、再度選定委員会をやり直

して選定することになる。そのようなことは 99％ないと思う

が、リスク管理上、次点候補者があれば、もし何かあっても再

度選定し直す必要がないということで、次点があってもよいと

思う。 

次点を設けることに異議はない。ただ、共同事業体として提案

されているので、落選すれば解消ということになり、次点とい

うことの効力をどこまで持たせるのかということもある。１社

ならよいが、共同事業体として引っ張らせておくという印象を

与え兼ねる可能性がある。また、公募時に次点の採用があると

いうことを触れていたのであれば、当然、それも承知されてい

ると思うので、次点採用について触れていないのであれば、共

同事業体という性格から見て難しいのではないかと思う。 

結果的にもほとんど差がないので、次点候補者としてよいと思

う。 

次点を設けてもよいと思う。理由としては、先ほど意見があっ

たように、再度選定するのは大変だと思う。シンコースポーツ・

日本管財共同事業体の得点を見ても、高得点であり資格として

は十分である。共同事業体という意味での懸念が残るが、募集

経過等からしっかりと説明し、理解を得てもらいたい。 

いろいろと意見が出ましたが、当委員会では次点を決めるとい

うことと、その次点の候補者としてシンコースポーツ・日本管

財共同事業体とすることとしてよろしいか。 

異議なし。 

結論、公益財団法人 長浜文化スポーツ振興事業団を指定管理

者候補とし、シンコースポーツ・日本管財共同事業体を次点候

補者とする。 

 


